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第 1 章 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

 
１．環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 16 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求めるため、

環境影響評価準備書（以下、「準備書」という。）を作成した旨及びその他事項を公告し、準備書及

びその要約書を公告の日から起算して 1 月間縦覧に供した。 

 

(1) 公告の日 

令和元年 6 月 14 日（金） 

 

(2) 公告の方法 

①日刊新聞紙による公告（別紙 1 参照） 

下記日刊紙に「公告」を掲載した。 

・令和元年 6 月 14 日（金）付 福島民友新聞社、福島民報社の全県版 

※平成 30 年 7 月 11 日（木）～7 月 12 日（金）に開催する説明会についての公告を含

む。 

②地方公共団体の広報誌によるお知らせ 

下記広報誌に「お知らせ」を掲載した。 

・広報かつらお 7 月号（令和元年 7 月 1 日（月）発行）（別紙 2-1 参照） 

・広報なみえ 7 月号（平成 30 年 7 月 1 日（月）発行）（別紙 2-2 参照） 

③インターネットによる公表 

令和元年 6 月 14 日（金）から、下記のホームページに公表した。 

・福島県のホームページ（別紙 3-1 参照） 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/eia-zisshianken/eia-anken-law-24.html 

・葛尾風力株式会社のホームページ（別紙 3-2-1～3-2-2 参照） 

http://jwe.co.jp/katsurao 
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(3) 縦覧場所 

関係自治体庁舎の計 4 箇所において縦覧を行った。また、インターネットの利用により縦覧

を行った。 

①関係自治体庁舎での縦覧（西庁舎 8 階） 

•福島県庁生活環境部環境共生課 

福島県福島市杉妻町 2-16 

・葛尾村役場 

福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合 16 

・浪江町役場産業振興課 

福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田 7-2 

・恵下越集会所 

福島県田村郡三春町恵下越 

 

②インターネットの利用による縦覧 

・葛尾風力株式会社のホームページ 

http://jwe.co.jp/katsurao 

 

(4) 縦覧期間 

・縦覧期間：令和元年 6 月 14 日（金）から令和元年 7 月 16 日（火）まで 

（土・日曜日、祝日を除く。） 

・縦覧時間：午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

なお、インターネットの利用による縦覧については、上記の期間、終日アクセス可能な状態

とした。 

 

(5) 縦覧者数 

関係自治体庁舎での縦覧場所における縦覧者数は 3 件であった。 
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２．環境影響評価準備書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 17 条の規定に基づき、準備書の記載事項を周知するための説明会を開催

した。 

 

(1) 公告の日及び公告方法 

説明会の開催公告は、準備書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

（別紙 1、別紙 2、別紙 3 参照） 

 

(2) 開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

 

①浪江町役場 2 階中会議室 

（福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田 7-2） 

日時：令和元年 7 月 11 日（木）14 時～15 時 

来場者数：1 名 

 

②葛尾村役場 2 階視聴覚室 

（福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合 16） 

日時：令和元年 7 月 12 日（金）14 時～15 時 

来場者数：1 名 

 

※縦覧期間前であるが、葛尾村の避難住民を対象とした説明会も以下のとおり実施した。 

③恵下越集会所 

（福島県田村郡三春町恵下越） 

日時：令和元年 6 月 9 日（日）14 時～15 時 

来場者数：25 名 
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３．環境影響評価準備書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 18 条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する個人または団

体等の意見の提出を受け付けた。（意見記入用紙は別紙 4 参照） 

 

(1) 意見書の提出期間 

令和元年 6 月 14 日（金）から令和元年 7 月 30 日（火）まで 

（郵送の受付は当日消印まで有効とした。） 

 

(2) 意見書の提出方法 

環境保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた。 

①縦覧場所に設置した意見書箱への投函 

②葛尾風力株式会社への書面の郵送 

 

(3) 意見書の提出状況 

意見書の提出は 2 通、意見総数は、13 件であった。 
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第 2 章 環境影響評価準備書の環境保全の見地からの提出意見の概要と事業者の見解 

 

「環境影響評価法」第 18 条の規定に基づく環境影響評価準備書について受け付けた意見書は、2

通、意見は 13 件であった。準備書についての意見の概要並びにこれに対する事業者の見解は、次

のとおりである。 

環境影響評価準備書について提出された意見の概要と事業者の見解(1) 

神奈川県川崎市在住 A氏  

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 ■1.本事業者（葛尾風力株式会社）及び委託先で

ある「日本気象協会」が、「風速とコウモリの活動

量の相関」を科学的に調査し、コウモリ類の保全

措置として、カットイン風速（風力発電機が発電

を開始する風速）を高く設定したことは評価され

る。しかし、肝心の保全措置（風速）の閾値が主

観的であり「適切」とは言い難い。よって、以下

の指摘を踏まえ、「コウモリ類の保全措置」を再検

討して頂きたい。 

評価いただき誠にありがとうございます。今後も

コウモリ類への影響が低減できるよう努めて参り

ます。 

2 ■2.本事業で採用する風力発電機は、カットイン

風速（風力発電機が発電を開始する風速）以下で

あってもブレードは回転するのか？ 

風車を強制的に停止状態にしていない状況下で

は、微風であっても回転(遊転)いたします。ただし、

No.4 でご質問いただいたように、微風時にも極力

回転しないよう措置を講じてまいる予定です。 

3 ■3.本事業で採用する風力発電機は、弱風時にフ

ェザリング（風力発電機のブレードを風に対して

並行にし回転を止めること）を実行できるのか？ 

実行可能です。 

4 ■4.仮に、「カットイン風速以下の弱風時」におい

て、「ブレードが（発電せずに）回転する」場合、

「カットイン風速(3.5m/s)以下」であってもバッ

トストライクが発生する危険性がある。よって、

弱風時にフェザリング（風力発電機のブレードを

風に対して並行にし回転を止めること）を実施す

ること。 

コウモリ類への影響低減をはかるため、微風時に

も極力回転しないような措置を講じる予定です。 

5 ■5.コウモリ類の保全措置として、「カットイン風

速（3.5m/s）以下」のフェザリングだけでは足り

ない。なぜなら事業者の調査結果（P548）による

と、「半数近くのコウモリ」は風速 3.5m/s 以上で

も活動しているからだ。よって、コウモリの保全

措置として、『気温 10 度以上かつ、降雨量 0ml の

夜間』、AN1付近は 4m/s 以下、AN2付近及び未調査

のエリアは 7m/s以下でフェザリング（風力発電機

のブレードを風に対して並行にし回転を止めるこ

と）を行うこと。 

今回、衝突リスクの低減策として、カットイン風

速を 3.5m/s に設定しました。尾根部で得られたデ

ータを参照すると、7 割以上の通過に対して衝突リ

スクの低減効果があると考えます。ただ、実際のと

ころ、どの程度効果があるのかは実証例がなく不明

点も多いと考えております。設置後、事後調査を適

切に実施し、影響の程度を把握してまいります。 

6 ■6.「3.5m/s」とした科学的根拠を述べよ 

事業者は、コウモリ類の保全措置として「カット

イン風速を 3.5m/sに設定する」という。 

つまり、本事業においてコウモリ類の保全措置の

閾値（コウモリ類保全にとって最も重要な論点）

は「3.5m/s」ということだが、事業者が閾値を

「3.5m/s」と決定した科学的根拠を述べないかぎ

り、それは事業者の「主観」に過ぎない。 

コウモリ類の保全措置の閾値は、事業者が恣意的

（主観的）に決めるべきではない。なぜなら、仮

に保全措置を「主観で決めることが可能」、とすれ

ば、アセス手続きにおいて科学的な調査や予測な

ど一切行う必要がないからだ。 
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環境影響評価準備書について提出された意見の概要と事業者の見解(1) 

神奈川県川崎市在住 A氏  

No. 意見の概要 事業者の見解 

7 ■7.「3.5m/s」とした科学的根拠を述べよ 2 

事業者は、コウモリ類の保全措置としてカットイ

ン風速を 3.5m/sに設定するという。 

だが、本準備書の解析結果によると、対象事業実

施区域のコウモリ類は「3.5m/s よりも速い風速」

で活動している(AN1付近は 4m/s以下、AN2付近は

7m/s以下）。 

仮に事業者が「適切な保全措置」を実施するなら

ば、科学的根拠、つまり「音声モニタリング調査

の結果」を踏まえ、専門家との協議により「保全

措置の閾値」を決めるべきではないのか。 

有識者の助言や、風力発電機を設置する尾根部で

の観測結果（地点 AN1）などを踏まえ、カットイ

ン風速を 3.5m/s として設定しました。実際のとこ

ろ、どの程度効果があるのかは実証例がなく不明点

も多いと考えております。設置後、事後調査を適切

に実施し、影響の程度を把握してまいります。 

8 ■8.コウモリ類の事後調査について 

コウモリの事後調査は、「コウモリの活動量」、「気

象条件」、「死亡数」を調べること。コウモリの活

動量と気象条件は、死亡の原因を分析する上で必

須である。「コウモリの活動量」を調べるため、ナ

セルに自動録音バットディテクターを設置し、日

没 1 時間前から日の出 1 時間後まで毎日自動録音

を行い、同時に風速と天候も記録すること。 

事後調査としては、準備書に記載したとおり、死

骸調査を実施いたします。その結果や有識者の助言

を踏まえ、さらなる調査等が必要となれば、ご指摘

にある調査も含め、実施を検討し、影響低減に資す

るよう取り組んでまいります。 

9 ■9.コウモリ類の死骸探索調査について 

コウモリ類の死骸は小さいため、カラスや中型哺

乳類などにより持ち去られて短時間で消失してし

まう。コウモリについては最低でも月 4 回以上の

死骸探索を行うべきだ。月 2 回程度の頻度では、

コウモリの事後調査として不適切である。 

死骸調査の実施頻度について、コウモリ類が活発

に活動する時期に関しては月 4 回程度の実施を検

討します。 

10 ■10.コウモリ類の死骸探索調査について 2 

前述の意見について事業者は「生物調査員による

事後調査は月に 2 回とし、あと 2 回は定期点検の

ついでにおこなう」と回答するかもしれないが 、

定期点検をする者と生物調査員とではコウモリ類

の死骸発見率が全く異なることが予想される。「コ

ウモリ類の死骸消失率」、「定期点検者と生物調査

員、それぞれのコウモリ類の死骸発見率」を調べ

た上で、「適切な調査頻度を客観的に示す」こと。 

定期点検時にも確認作業を行うことで確認頻度

を高められるようにいたします。死骸調査は基本的

には調査員が実施する想定で考えております。 

11 ■11.コウモリ類の死骸探索調査は有資格者が実

施すること 

コウモリ類の体は非常に小さく、地面に落ちた死

骸は、そう簡単には見つけられない 。コウモリ類

の死骸探索は、観察力と集中力が必要とされる専

門的な調査であり、十分な経験を積んだプロフェ

ッショナル（生物調査員）が実施するべきである。

よって、コウモリ類の死骸探索調査については、

「すべて」生物分類技能検定 1 級（哺乳・爬虫・

両生類専門分野）等の有資格者が実施し、「透明性」

を確保すること。 

死骸調査については実績のある調査員が実施す

る想定で考えております。 

12 ■12.意見は要約しないこと 

意見書の内容は、貴社側の判断で要約しないこと。

要約することで貴社の作為が入る恐れがある。   

事業者見解には、意見書を全文公開すること。 

意見の内容は要約せず、全文公開いたします。 
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環境影響評価準備書について提出された意見の概要と事業者の見解(2) 

福島県福島市在住 B氏  

No. 意見の概要 事業者の見解 

13 福島第一原子力発電所事故による「帰還困難区

域」内に計画された本事業地は、高濃度の放射能

汚染地帯であることが、放射性物質の飛散、拡散

が最大の課題であります。現地調査より得られた

線量率（5.15µSV/h～8.89µSV/h）から推測する土

壌 中 の 放 射 性 物 質 濃 度 （ Cs134+Cs137 ） も

15,000Bq/kg～27,000Bq/kg と極めて高い汚染レベ

ルであり、季節性を考慮した予測と具体的な対策

が不可欠でありますが、準備書における予測や対

策は総花的であり、且つ、採用した気象データや

想定数値（風速・雨量）は過小と言わざるを得ま

せん。加えて、このような高線量地域での作業に

おいては、「電離放射線障害防止規則」により、作

業員の被曝線量が規定されていることから、作業

日数や作業時間に制約を受けることとなります

が、通行車両等の想定台数に反映されていること

を示す根拠やデータがありません。さらに、これ

らの大型車両（重量物輸送）による、道路の損傷

も懸念されます。今後、評価書策定に当たっては、

現実的な予測と検証に基づく実行性のある対策を

示すよう求めます。 

また、各種専門家の意見については、事業に対

し、概ね肯定的な内容となっておりますが、恣意

的選出になっていないか等の客観性を担保する必

要があるのではないでしょうか。調査データや写

真等の基礎的な資料は提供いただくべきではない

でしょうか。 

最後に風車予定箇所には国有保安林が含まれて    

おります。国有保安林は災害の防止や水源涵養を

最優先すべき林地であり、近年頻発するスーパー

台風等の豪雨災害防止の観点からも保全すること

を強く求めます。 

放射線関連の調査、予測及び評価については、「環

境影響評価技術ガイド（放射性物質）」（環境省、平

成 27 年）に記載の手法に基づいて、実施しており

ます。ご指摘のとおり、本計画における射性物質の

飛散、拡散については、特に留意すべき事項との認

識ですので、空間線量、放射性物質濃度を現状より

上昇させないという観点で、関係機関と十分に協議

しながら、適切に環境保全措置を実施いたします。

また、ご指摘のとおり「電離放射線障害防止規則」

により、作業員の被爆線量が規定されていることか

ら、作業員の線量を測定・記録し、被ばく線量の管

理をしっかりと行うとともに、詳細な設計による予

測を実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

ヒアリングを実施させていただいた専門家の

方々は、当該地における各分野を代表する専門家で

あり、恣意的な選出はしておりません。 

 

 

 

改変を想定している国有保安林は水源涵養保安

林ですが、水源涵養機能を損なわないよう、関係機

関と十分に協議をしながら、改変は最小限となるよ

う努めます。 
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［別紙 1］ 

○日刊新聞紙における公告 

福島民友新聞社、福島民報社（令和元年 6 月 14 日（金）） 
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［別紙 2-1］ 

○地方公共団体の広報誌によるお知らせ 

広報かつらお 2019 年 7 月号（令和元年 7 月 1 日（月）発行） 
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［別紙 2-2］ 

広報なみえ 2019 年 7 月号（令和元年 7 月 1 日（月）発行） 
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［別紙 3］ 

○インターネットによる「お知らせ」 

福島県のホームページ 
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［別紙 3-2-1］ 

○環境影響評価準備書の電子縦覧 

葛尾風力株式会社のホームページ（1/2）
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［別紙 3-2-2］ 

○環境影響評価準備書の電子縦覧 

葛尾風力株式会社のホームページ（2/2） 
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［別紙 4］ 

○閲覧兼ご意見記入用紙 
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